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大
正
大
礼
に
お
け
る
登
極
令
「
附
式
」
の
運
用
に
つ
い
て

櫻

井
　

颯

は
じ
め
に
─
近
現
代
大
礼
の
画
期
と
そ
の
比
較
の
意
義
に
つ
い
て

　

近
現
代
（
こ
こ
で
は
、
明
治
維
新
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
期
間
と
す
る
）
に
五
度
行
は
れ
た
天
皇
登
極
の
大
礼
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容

か
ら
三
種
に
分
類
さ
れ
て
き
た
。
す
な
は
ち
、

①�

明
治
大
礼（
慶
応
四
年
・
明
治
四
年
）　

明
治
維
新
の
渦
中
に
行
は
れ
た
大
礼
で
あ
り
、
過
渡
期
的
・
革
新
的
な
側
面
を
多
分
に
含
ん

で
ゐ
た

②�

大
正
大
礼（
大
正
四
年
）・
昭
和
大
礼（
昭
和
三
年
）　

明
治
四
十
二
年
に
制
定
さ
れ
た
登
極
令
に
基
づ
い
て
、
明
治
立
憲
体
制
の
中
で

挙
行
さ
れ
た

③�

平
成
大
礼（
平
成
二
年
）・
令
和
大
礼（
令
和
元
年
）　

神
道
指
令
に
よ
っ
て
登
極
令
が
廃
せ
ら
れ
た
が
、
新
憲
法
下
に
お
い
て
も
、
登

極
令
の
内
容
に
ほ
ぼ
則
っ
て
挙
行
さ
れ
た

研
究
ノ
ー
ト
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で
あ
る
。

　

こ
の
分
類
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
て
を
り（

（
（

、
筆
者
が
異
論
を
さ
し
挟
む
余
地
は
な
い
が
、
近
現
代
の

大
礼
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
へ
る
上
で
、
筆
者
は
二
つ
の
画
期
と
し
て
、
大
正
大
礼
と
平
成
大
礼
に
注
目
し
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い

て
比
較
・
講
究
し
た
い
と
考
へ
て
ゐ
る
。

　

昭
和
四
年
に
行
は
れ
た
神
宮
式
年
遷
宮
と
と
も
に
国
民
の
神
道
熱
を
高
め
た（

（
（

と
さ
れ
る
昭
和
大
礼
に
つ
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に

肯
定
的
・
否
定
的
な
双
方
の
立
場
か
ら
多
く
の
言
及
が
な
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
一
方
で
、
昭
和
大
礼
が
大
正
大
礼
を
概
ね
踏
襲
し
て
ゐ
る
に
関

は
ら
ず
、
は
じ
め
て
登
極
令
が
適
用
さ
れ
た
大
正
大
礼
に
つ
い
て
は
、
当
時
行
は
れ
た
大
礼
使
の
官
制
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
の
史

的
・
政
治
学
的
研
究
の
蓄
積
が
あ
り（

（
（

、
近
年
、
社
会
と
の
関
は
り
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
み
つ
つ
あ
る
も
の
の（

（
（

、
登
極
令
の
条
文
に
ふ
れ

た
、
儀
式
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
管
見
の
限
り
、
所
功
の
労
作
『
近
代
大
礼
関
係
の
基
本
史
料
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、
平

成
三
十
年
）の
該
当
箇
所
、
登
極
令
本
文
を
解
説
し
た
賀
茂
百
樹
に
注
目
し
た
藤
田
大
誠
の
研
究（

（
（

等
に
と
ど
ま
っ
て
ゐ
る
。

　

平
成
大
礼
は
、
登
極
令
の
や
う
な
確
た
る
根
拠
法
を
欠
く
中
、
新
憲
法
下
で
は
じ
め
て
行
は
れ
た
大
礼
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
挙
行
を
求

め
る
国
民
運
動
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
負
っ
た
神
社
本
庁
は
登
極
令
に
準
拠
し
た
挙
行
を
目
指
し（

（
（

、
長
年
神
社
界
の
社
会
的
弁
護
者
と

し
て
健
筆
を
揮
ひ
、
大
嘗
祭
の
実
現
に
も
腐
心
し
た
葦
津
珍
彦（

（
（

は
、
大
礼
の
法
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
り
大
正
期
の
大
礼
使
官
制
論
争
を
参

照
し
て
ゐ
た（

（
（

。

　

今
後
の
大
礼
の
あ
り
方
、
ひ
い
て
は
皇
室
・
国
家
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
へ
る
た
め
に
は
、
近
現
代
大
礼
の
画
期
と
な
っ
た
大
正
・
平

成
大
礼
の
検
討
・
比
較
が
重
要
で
あ
る
と
考
へ
る
が
、
平
成
大
礼
に
つ
い
て
の
検
討
は
別
稿
を
期
し
、
今
回
は
大
正
大
礼
に
つ
い
て
、
国

立
公
文
書
館
所
蔵
の
『
大
礼
記
録
』、
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
の
『
大
正
大
礼
録
』
や
、
清
水
書
店
か
ら
大
正
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
大
礼

記
録
』
等
を
参
照
し
つ
つ
、
特
に
「
附
式
」
の
運
用
に
注
目
し
な
が
ら
、
そ
の
実
態
と
意
義
に
つ
い
て
検
討
を
行
ひ
た
い
。

　
「
附
式
」
と
い
ふ
語
は
本
文
に
対
す
る
「
お
ま
け
」
と
い
ふ
印
象
を
人
に
与
へ
が
ち
だ
が
、
登
極
令
本
文
は
簡
略
な
全
十
八
条
し
か
な
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く
、
そ
の
儀
式
内
容
に
つ
い
て
は
第
十
四
条
で
「
卽
位
ノ
禮
及
大
嘗
祭
ハ
附
式
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
之
ヲ
行
フ
」
と
記
し
て
あ
る
の
み
で
、

即
位
の
礼
・
大
嘗
祭
・
大
饗
や
神
楽
、
賢
所
・
神
宮
を
は
じ
め
皇
霊
へ
の
奉
告
を
行
ふ
一
連
の
登
極
儀
礼
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
は

「
附
式
」
の
検
討
は
必
須
で
あ
る
。

　

ま
た
、
後
述
す
る
が
、「
附
式
」
に
当
初
明
文
に
よ
る
規
定
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
祭
儀
執
行
上
必
要
に
迫
ら
れ
て
新
造
さ
れ
た
建
築
・

設
備（
賢
所
乗
御
車
、
名
古
屋
離
宮
賢
所
仮
殿
、
等
）も
存
在
す
る
の
で
、
こ
ち
ら
も
併
せ
て
検
討
し
た
い
。

一
、
大
正
度
の
登
極
令
「
附
式
」
の
修
正
に
つ
い
て

　

前
節
で
紹
介
し
た
所
功
編
『
近
代
大
礼
関
連
の
基
本
史
料
集
成
』
は
、
書
名
の
通
り
、
近
代
大
礼
に
関
は
る
史
料
を
網
羅
・
体
系
的
に

集
成
し
た
大
著
で
あ
り
、
登
極
令
の
本
文
と
と
も
に
、
伊
東
巳
代
治
・
奥
田
義
人
が
中
心
と
な
っ
て
起
草
し
た
と
さ
れ
る
「
附
式
」
に
つ

い
て
も
、
明
治
四
十
二
年
二
月
十
一
日
の
公
布
時
、
昭
和
二
年
十
二
月
三
十
日
の
改
正
時
の
『
官
報
』
を
翻
刻
し
て
比
較
す
る
か
た
ち
で

掲
載
し
て
ゐ
る
。

　

こ
の
昭
和
二
年
の
改
正
に
つ
い
て
、
同
書
の
第
六
章
「『
登
極
令
』
の
成
立
過
程
」、
お
よ
び
そ
の
註
釈
に
お
い
て
、
若
干
の
言
及
が
あ

る
。

　

曰
く
「
こ
の
改
正
は
い
つ
誰
の
手
で
進
め
ら
れ
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
が
、
大
正
四
年
の
大
礼
実
施
に
際
し
て
気
付
い

た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
参
列
者
の
服
装
や
儀
式
の
一
部
分
な
ど
を
微
調
整
し
た
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的
な
変
更
は
含
ま
れ
て
い
な
い（

（（
（

。」「
昭

和
二
年
の
『
登
極
令
』
附
式
改
正
は
、
四
十
八
箇
所
に
亘
る
が
、
そ
の
内
訳
を
仮
に
三
分
す
れ
ば
、
参
列
者
の
服
装
関
係
が
三
十
一
箇
所
、

儀
式
の
次
第
関
係
が
十
二
箇
所
、
官
名
の
改
称
関
係
が
五
箇
所
と
な
る（

（（
（

。」

　

と
こ
ろ
が
、
宮
内
公
文
書
館
蔵
の
『
大
正
大
礼
録
』（
式
部
職　

識
別
番
号

－

枝
番　

九
九
〇
三

－

一
～
一
二
、
以
下
［
宮
］
と
す
る
）、
国
立
公
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文
書
館
蔵
の
『
大
礼
記
録
』（
主
に
『
大
正
大
礼
記
録
稿
本
二
』　

請
求
番
号　

〇
〇
〇
四
五
一
〇
〇
を
参
照
。
以
下［
国
］と
す
る
）を
見
る
と
、
大
正

度
の
大
礼
に
あ
た
っ
て
も
「
附
式
」
中
、
祭
儀
に
支
障
が
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
、
相
応
の
修
正
を
行
っ
て
ゐ
た
。

　

該
当
箇
所
に
つ
い
て
翻
刻
を
行
ひ
、
つ
い
で
些
か
の
考
察
を
行
ひ
た
い
。

　

以
下
、
大
正
三
年
一
月
、
期
日
奉
告
の
儀
に
先
立
っ
て
行
は
れ
た
「
附
式
」
修
正
の
概
説
部
分
に
つ
い
て
翻
刻
・
検
討
す
る
。

［
宮
］

準
備
調
査

各
儀
ノ
次
第

附
式
ニ
記
載
セ
ル
各
儀
次
第

大
禮
ニ
關
ス
ル
各
儀
ノ
次
第
ハ
登
極
令
附
式
ニ
詳
ナ
リ　

サ
レ
ト
塲
所
狹
隘
等
ノ
爲
メ
附
式
ノ
如
ク
行
ヒ
難
キ
モ
ノ
ア
リ
賢
所
皇
靈

殿
神
殿
モ
御
殿
狹
隘
ニ
シ
テ
附
式
ノ
儘
ニ
テ
ハ
行
ハ
レ
難
キ
ニ
依
リ
大
正
三
年
一
月
期
日
奉
告
ノ
儀
ヲ
行
ハ
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
先
タ
チ
愼

重
ニ
調
査
シ
テ
附
式
ヲ
取
捨
シ
同
月
十
四
日
期
日
奉
告
ノ
儀
及
齋
田
點
定
ノ
儀
ヲ
大
禮
使
長
官
ヨ
リ
内
閣
総
理
大
臣
ニ
上
申
セ
ン
ニ

翌
十
五
日
御
裁
可
ア
ラ
セ
ラ
レ
同
十
七
日
各
儀
ニ
渉
リ
テ
附
式
ノ
如
ク
行
ヒ
難
キ
塲
合
ア
ラ
ハ
臨
時
適
當
ニ
斟
酌
取
捨
ス
ヘ
キ
㫖
御

沙
汰
ア
リ
タ
リ　

依
テ
京
都
行
幸
ノ
儀
以
下
ノ
各
儀
ニ
就
キ
改
正
ヲ
要
ス
ヘ
キ
點
ヲ
調
査
シ
旣
ニ
評
議
員
會
ノ
議
決
ヲ
経
改
正
ノ
形

式
ニ
付
テ
審
議
中
俄
ニ
大
禮
使
ヲ
廢
セ
ラ
レ
タ
リ　

翌
四
年
四
月
大
禮
使
ヲ
置
カ
レ
シ
後
再
ヒ
各
儀
ノ
調
査
ニ
從
事
セ
ン
モ
期
日
奉

告
ノ
儀
ヲ
行
ハ
ル
ヘ
キ
期
日
旣
ニ
迫
レ
ル
ヲ
以
テ
同
月
十
六
日
同
儀
ニ
関
ス
ル
次
第
ノ
ミ
御
裁
可
ヲ
請
ヒ
京
都
行
幸
ノ
儀
以
下
各
儀

ニ
関
シ
テ
ハ
七
月
五
日
大
禮
使
長
官
ヨ
リ
内
閣
総
理
大
臣
ニ
斟
酌
取
捨
施
行
方
ヲ
上
申
セ
ン
ニ
同
大
臣
ハ
宮
内
大
臣
ト
共
ニ
之
ヲ
上

奏
シ
テ
御
裁
可
ヲ
請
ヒ
八
月
一
日
御
裁
可
濟
ノ
㫖
大
禮
使
長
官
ニ
通
牒
ア
リ
タ
リ　

依
テ
更
ニ
審
議
シ
テ
成
案
ヲ
作
リ
十
一
月
一
日

大
禮
使
長
官
ヨ
リ
内
閣
総
理
大
臣
ニ
上
申
セ
ン
ニ
同
月
五
日
御
裁
可
ア
リ
タ
リ　

是
ヨ
リ
先
キ
九
月
八
日
齋
田
拔
穗
ノ
儀
ヲ
関
係
次

第
ト
共
ニ
大
禮
使
長
官
ヨ
リ
内
閣
総
理
大
臣
ニ
上
申
セ
ン
ニ
同
月
十
日
御
裁
可
ノ
㫖
通
牒
ア
リ
タ
リ　

今
各
儀
ニ
就
キ
テ
取
捨
セ
ル
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要
點
ヲ
列
擧
ス
レ
ハ
左
ノ
如
シ

　

大
礼
に
関
す
る
各
儀
の
次
第
は
登
極
令
の
附
式
に
詳
細
で
あ
る
が
、
宮
中
三
殿
等
は
狭
隘
で
あ
り
、
附
式
の
ま
ま
で
は
執
行
が
難
し
い

こ
と
か
ら
、
大
正
三
年
一
月
、「
期
日
奉
告
の
儀
」
に
先
立
っ
て
変
更
点
を
調
査
・
取
捨
し
、
大
礼
使
長
官（
当
時
、
原
敬
）が
内
閣
総
理
大

臣（
当
時
、
山
本
權
兵
衛
）へ
上
申
し
、「
臨
時
適
当
に
斟
酌
取
捨
す
べ
き
」
旨
の
沙
汰
を
え
た
。
な
ほ
、
そ
の
上
申
は［
国
］に
よ
る
と
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

大
正
三
年
一
月
十
七
日

　
　
　

宮
内
大
臣
伯
爵
渡
邊
千
秋

　
　

内
閣
總
理
大
臣
伯
爵
山
本
権
兵
衛
殿

　
　
　
　

通
牒

大
禮
ニ
關
ス
ル
祭
儀
典
式
ニ
シ
テ
場
所
狹
隘
等
ノ
為
登
極
令
附
式
ノ
通
施
行
シ
難
キ
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
臨
時
適
當
ニ
斟
酌
取
捨
ス
ヘ

キ
旨
本
日
特
ニ
御
沙
汰
有
之
候

　

即
日
、
以
下
の
沙
汰
が
あ
っ
た［
国
、
地
の
文
は
毛
筆
書
き
、〈　

〉内
は
万
年
筆
で
加
筆
］。

大
正
三
年
一
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　

内
閣
總
理
大
臣〈
伯
爵
山
本
権
兵
衛
〉

　
　

大
禮
使
長
官
宛〈
原
敬
殿
〉

　
　
　
　

通
牒

別
紙
御
沙
汰
ノ
趣
宮
内
大
臣
ヨ
リ
通
牒
ニ
付
及
回
付
候

　

京
都
行
幸
以
降
の
各
儀
に
つ
い
て
改
正
の
形
式
に
つ
い
て
審
議
中
、
昭
憲
皇
太
后
の
崩
御
が
あ
り
、
大
礼
使
が
一
度
廃
止
さ
れ
た
。
翌

四
年
四
月
、
大
礼
使
が
再
び
置
か
れ
る
と
、
七
月
に
大
礼
使
長
官
（
当
時
、
鷹
司
凞
通
）
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
（
当
時
、
大
隈
重
信
）
に
、
京
都
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行
幸
以
降
の
各
儀
に
つ
い
て
再
び
上
申
が
あ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
は
宮
内
大
臣
と
と
も
に
御
裁
可
を
え
、
さ
ら
に
審
議
を
重
ね
て
成
案
を

作
り
、
十
一
月
に
や
う
や
く
御
裁
可
を
え
た
。
斎
田
抜
穂
の
儀
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
先
立
っ
て
、
九
月
に
上
申
と
御
裁
可
が
行
は
れ
た
。

以
下
、［
国
］で
は
別
紙
に
修
正
箇
所
が
箇
条
書
き
で
列
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
登
極
令
附
式
中
斟
酌
取
捨
ノ
件
」

　
　

○
京
都
ニ
行
幸
ノ
儀

一�　

樂
官
ノ
服
装
ヲ
布
衣
單
ト
ス
ル
コ
ト（
大
禮
使
高
等
官
著
床
ノ
項
）

一�　

鹵
簿
ニ
奉
仕
ス
ル
掌
典
補
ニ
ハ
掌
典
長
及
掌
典
ト
同
シ
ク
衣
冠
單
ヲ
著
用
シ
帶
劍
セ
シ
ム
ル
コ
ト
（
文
武
高
官
等
停
車
場
ニ
参

集
ノ
項
）

一�　

天
皇
ノ
御
服
ハ
御
正
装
皇
后
ノ
御
服
ハ
御
通
常
服
ヲ
用
ヰ
サ
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ト
シ
鹵
簿
ハ
特
別
公
式
ヲ
用
ヰ
ル
コ
ト
（
天
皇
皇

后
宮
城
出
御
ノ
項
）

　
　

○
賢
所
春
興
殿
ニ
渡
御
ノ
儀

一�　

神
饌
ノ
供
撤
及
御
扉
ヲ
閉
ツ
ル
間
ニ
神
樂
歌
ヲ
奏
セ
シ
ム
ル
コ
ト

一�　

祝
詞
ハ
掌
典
長
ヲ
シ
テ
奏
セ
シ
ム
ル
コ
ト（
掌
典
祝
詞
ヲ
奏
ス
ノ
項
）

　
　

○
即
位
禮
當
日
皇
靈
殿
神
殿
ニ
奉
告
ノ
儀

一�　

樂
官
ノ
服
装
ヲ
布
衣
單
ト
ス
ル
コ
ト（
大
禮
使
高
等
官
著
床
ノ
項
）

　
　

○
即
位
禮
當
日
賢
所
大
前
ノ
儀

一�　

参
列
ノ
為
召
サ
レ
タ
ル
女
子
ノ
服
装
大
禮
服
ハ
袿
袴
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト（
文
武
高
官
等
參
集
ノ
項
）

一�　

内
閣
總
理
大
臣
供
奉
ス
ヘ
キ
ニ
付
宮
内
大
臣
内
大
臣
ト
同
シ
ク
束
帶
ヲ
著
用
シ
帶
劍
セ
シ
ム
ル
コ
ト
（
供
奉
諸
員
服
装
ヲ
易
フ

ノ
項
）
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一�　

威
儀
物
捧
持
大
禮
使
高
等
官
ノ
服
装
中
ニ
石
帶
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
（
大
禮
使
高
等
官
左
右
各
二
十
人
威
儀
物
ヲ
捧
持
シ
本
位
ニ
就

ク
ノ
項
）

一�　

威
儀
ノ
本
位
ニ
就
ク
ヘ
キ
大
禮
使
高
等
官
ノ
服
装
中
ニ
下
襲
及
半
臂
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
（
大
禮
使
高
等
官
左
右
各
二
十
人
威
儀
ノ

本
位
ニ
就
ク
ノ
項
）

一�　

天
皇
皇
后
内
陣
ノ
御
座
ニ
著
御
ノ
節
侍
立
ノ
供
奉
員
中
ニ
大
禮
使
長
官
及
大
禮
使
次
官
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
（
皇
后
内
陣
ノ
御
座
ニ

著
御
ノ
次
供
奉
諸
員
ノ
項
）

　
　

○
即
位
禮
當
日
紫
宸
殿
ノ
儀

一�　

門
外
列
立
諸
員
ノ
參
進
ス
ル
ハ
殿
上
ノ
西
廂
又
ハ
軒
廊
ト
シ
其
ノ
參
進
ノ
方
法
ハ
時
ニ
臨
ミ
宜
シ
キ
ニ
從
フ
コ
ト
（
大
禮
使
高

等
官
前
導
列
立
ノ
諸
員
參
進
ノ
項
）

　
　

○
大
甞
祭
當
日
賢
所
大
御
饌
供
進
ノ
儀

一�　

奉
仕
者
中
掌
典
次
長
ハ
之
ヲ
除
ク
コ
ト（
大
禮
使
高
等
官
著
床
ノ
項
）

　
　

○
大
甞
宮
ノ
儀

一　

參
列
ノ
為
召
サ
レ
タ
ル
女
子
ノ
服
装
袿
袴
ハ
大
禮
服
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト（
文
武
高
官
等
參
集
ノ
項
）

一�　

神
門
内
掖
ニ
參
進
ノ
大
禮
使
高
等
官
ノ
服
装
中
縫
腋
ヲ
闕
腋
ニ
代
ヘ
半
臂
ヲ
加
ヘ
又
黒
袍
者
ノ
胡
籙
ハ
平
胡
籙
緋
袍
者
ノ
胡
籙

ハ
壷
胡
籙
ト
ス
ル
コ
ト（
大
禮
使
高
等
官
左
右
各
六
人
神
門
内
掖
ニ
參
進
本
位
ニ
就
ク
ノ
項
）

一�　

神
座
奉
安
ノ
奉
仕
者
中
ヨ
リ
掌
典
次
長
ヲ
除
キ
且
ツ
袍
ノ
色
ハ
位
階
ニ
依
リ
テ
區
別
セ
サ
ル
コ
ト
（
悠
紀
主
基
兩
殿
ノ
神
座
ヲ

奉
安
ス
ノ
項
）

　
　

○
即
位
禮
及
大
甞
祭
後
大
饗
第
一
日
ノ
儀

一�　

各
地
ニ
於
テ
饗
饌
ヲ
賜
フ
ヘ
キ
者
ノ
服
装
ハ
別
ニ
定
ム
ル
コ
ト
ト
シ
且
ツ
女
子
ノ
服
装
ハ
中
禮
服
ヲ
著
用
セ
シ
メ
袿
袴
ヲ
以
テ
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之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト（
文
武
高
官
等
參
集
ノ
項
）

一�　

皇
后
ノ
御
服
ハ
御
中
禮
服
ヲ
用
ヰ
サ
セ
ラ
ル
ル
コ
ト

　
　

○
即
位
禮
及
大
甞
祭
後
大
饗
第
二
日
ノ
儀

一　

皇
后
ノ
御
服
ハ
御
中
禮
服
ヲ
用
ヰ
サ
セ
ラ
ル
ル
コ
ト

一　

召
サ
レ
タ
ル
女
子
ノ
服
装
ハ
中
禮
服
ヲ
著
用
セ
シ
メ
袿
袴
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト
（
文
武
高
官
等
參
集
ノ

項
）

　
　

○
即
位
禮
及
大
甞
祭
後
大
饗
夜
宴
ノ
儀

一　

召
サ
レ
タ
ル
女
子
ノ
服
装
中
禮
服
ハ
袿
袴
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
ル
コ
ト（
文
武
高
官
等
參
集
ノ
項
）

　
　

○
即
位
禮
及
大
甞
祭
後
神
武
天
皇
山
陵
竝
前
帝
四
代
山
陵
ニ
親
謁
ノ
儀

一　

天
皇
ノ
御
服
ハ
御
正
装
皇
后
ノ
□
服
ハ
御
通
常
服
ヲ
用
ヰ
サ
セ
ラ
ル
ル
コ
ト

一　

供
奉
員
ノ
服
装
ヲ
男
子
ハ
大
禮
服
正
装
女
子
ハ
通
常
服
ト
ス
ル
コ
ト

一　

樂
官
ノ
服
装
ヲ
布
衣
單
ト
ス
ル
コ
ト

　

以
上
、［
国
］に
記
さ
れ
た
修
正
箇
所
は
簡
略
で
あ
り
、
計
二
十
四
箇
所
と
、
昭
和
二
年
の
訂
正
箇
所
と
し
て
所
氏
が
挙
げ
て
ゐ
る
件
数

の
丁
度
半
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が［
宮
］を
見
る
と
、［
国
］に
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
な
い
修
正
箇
所
が
多
数
、
計
六
十
六
箇
所
挙
げ
ら
れ
て
を
り
、

そ
れ
も
詳
細
に
わ
た
り
解
説
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
例
と
し
て
そ
の
冒
頭
「
賢
所
ニ
期
日
奉
告
ノ
儀
」
に
つ
い
て
翻
刻
・
検
討
す
る（
な
ほ
、

割
注
は【　

】で
示
し
た
）。

　
　

賢
所
ニ
期
日
奉
告
ノ
儀

一�

、
參
列
員
ノ
服
装
中
正
服
ヲ
除
ク　

以
下
各
儀
之
ニ
傚
フ【
但
シ
大
正
三
年
度
ハ
之
ヲ
除
カ
ス
】

二�

、
皇
族
綾
綺
殿
ニ
參
入
ノ
項
ニ
公
族
ヲ
加
ヘ
綾
綺
殿
ヲ
朝
集
所
ニ
改
メ
諸
員
參
進
ノ
項
ノ
次
ニ
「
次
ニ
式
部
官
前
導　

親
王
、
親
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王
妃
、
王
、
王
妃
、
公
族
參
進
本
位
ニ
就
ク
」
ノ
一
項
ヲ
加
ヘ
拜
禮
ノ
項
ヲ
皇
后
入
御
ノ
次
ニ
改
ム
【
但
シ
大
正
三
年
度
ハ
公
族

ヲ
加
ヘ
ス
】

三�
、
供
奉
ノ
諸
員
服
装
ヲ
易
フ
ル
ノ
項
ニ
於
テ
皇
太
子
、
皇
太
子
妃
、
親
王
、
親
王
妃
、
内
親
王
、
王
、
王
妃
、
女
王
、
宮
内
大
臣
、

侍
從
長
、
大
禮
使
長
官
、
式
部
長
官
、
皇
后
宮
大
夫
、
大
禮
使
次
官
ヲ
除
ク

四�

、
天
皇
出
御
ノ
項
ニ
於
テ
「
式
部
長
官
、
宮
内
大
臣
前
行
シ
侍
從
剣
璽
ヲ
奉
シ
侍
從
長
、
侍
從
武
官
長
、
侍
從
武
官
御
後
ニ
候
シ

皇
太
子
、
親
王
、
王
、
大
禮
使
長
官
供
奉
ス
」
ト
ア
ル
ヲ
「
侍
従
供
奉
ス
」
ト
改
ム

五�

、
天
皇
内
陣
ノ
御
座
ニ
著
御
ノ
項
中
「
劔
璽
ヲ
奉
シ
外
陣
」
ヲ
「
簀
子
」
ニ
改
ム

六�

、
皇
后
ノ
出
御
以
下
ヲ
天
皇
入
御
ノ
次
ニ
別
項
ニ
掲
ケ
「
女
官
外
陣
ニ
候
ス
」
ヲ
「
女
官
簀
子
ニ
候
ス
」
ト
改
ム

　

続
い
て
、
こ
の
修
正
に
つ
い
て
の
若
干
の
説
明
が
続
く
。

以
上
各
項
中
第
一
項
正
服
ヲ
除
キ
タ
ル
ハ
海
軍
服
装
令
ニ
於
テ
正
服
ヲ
正
装
ト
改
稱
セ
ン
ニ
依
リ
第
二
項
乃
至
第
六
項
ヲ
取
捨
セ
ル

ハ
大
體
御
殿
ノ
狹
隘
ナ
ル
ニ
依
ル　

但
シ
皇
太
子
ヲ
除
キ
タ
ル
ハ
未
成
年
ニ
テ
未
タ
御
參
列
ア
ラ
セ
ラ
レ
サ
ル
ニ
依
リ
又
公
族
ヲ
加

ヘ
タ
ル
ハ
朝
鮮
公
族
ハ
皇
族
ニ
準
シ
テ
待
遇
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
依
レ
リ

　

服
装
、
参
列
・
供
奉
者
の
人
数
、
祭
場
の
位
次
な
ど
に
つ
い
て
、
相
応
の
修
正
が
宮
内
省
内
で
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、［
宮
］に
は
「
附
式
以
外
ノ
各
儀
次
第
」
と
し
て
、
附
式
に
は
漏
れ
て
ゐ
な
が
ら
必
要
に
応
じ
て
行
は
れ
る
べ
き
儀
式
を
典
儀
部

で
調
査
し
、
大
礼
使
長
官
の
決
裁
を
経
た
と
し
て
、
左
の
や
う
に
列
記
し
て
ゐ
る
。

大
嘗
宮
地
鎮
祭
ノ
儀

名
古
屋
離
宮
賢
所
假
殿
地
鎮
祭
ノ
儀

悠
紀
齋
田
齋
塲
地
鎮
祭
ノ
儀

主
基
齋
田
齋
塲
地
鎮
祭
ノ
儀
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悠
紀
齋
田
拔
穗
前
一
日
大
祓
ノ
儀

主
基
齋
田
拔
穗
前
一
日
大
祓
ノ
儀

大
嘗
祭
前
二
日
御
禊
ノ
儀

同　
　
　
　
　

大
祓
ノ
儀

大
嘗
祭
前
一
日
大
嘗
宮
鎮
祭
ノ
儀

大
嘗
祭
後
一
日
大
嘗
宮
鎮
祭
ノ
儀

大
嘗
祭
後
大
嘗
宮
地
鎮
祭
ノ
儀

　

先
行
研
究（

（（
（

で
は
、
伊
東
巳
代
治
の
指
揮
の
も
と
、
多
田
好
問
や
奥
田
義
人
が
「
登
極
令
」
な
ら
び
に
「
附
式
」
起
草
の
中
心
人
物
と
し

て
名
前
を
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
国
立
公
文
書
館
蔵
『
大
礼
記
録
』
や
宮
内
公
文
書
館
蔵
『
大
正
大
礼
録
』
に
記
さ
れ
た
、
大
正
初
年
の

修
正
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
い
か
な
る
人
物
が
、
い
か
な
る
意
図
を
も
っ
て
、
修
正
を
行
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

服
装
や
部
分
的
な
点
に
つ
い
て
「
微
調
整
し
た
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的
な
変
更
は
含
ま
れ
て
い
な
い
」
と
い
ふ
の
が
昭
和
二
年
『
官
報
』

掲
載
の
修
正
に
つ
い
て
の
所
功
の
評
価
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
正
初
年
の
修
正
に
つ
い
て
も
概
ね
同
様
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
箇

所
は
数
点
に
留
ま
ら
ず
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
ゐ
た
。
膨
大
・
詳
細
な
附
式
と
い
っ
て
も
、
実
際
の
祭
儀
を
そ
の
ま
ま
行
ふ
に
は
障
壁
が
多

か
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
［
宮
］は
大
礼
に
関
す
る
事
務
を
直
接
行
ふ
こ
と
が
多
か
っ
た
宮
内
省
内
で
作
成
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
の
に
対
し
、［
国
］は
大
正
五
年
に

組
織
さ
れ
た
「
大
礼
記
録
編
纂
委
員
会
」（

（（
（

に
よ
る
記
録
で
あ
る
。
列
記
さ
れ
た
修
正
箇
所
に
つ
い
て
、
件
数
の
違
ひ
は
記
録
者
の
性
質
に

よ
る
も
の
で
あ
ら
う
か（

（（
（

。

　

な
ほ
、
こ
の
際
の
宮
内
省
内
で
の
修
正
に
お
い
て
、
朝
鮮
公
族
が
、
祭
祀
へ
の
参
列
者
に
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
日

本
が
韓
国
を
併
合
し
た
明
治
四
十
三
年
は
登
極
令
制
定
の
翌
年
で
あ
り
、
大
正
四
年
の
大
礼
に
合
は
せ
て
急
遽
書
き
加
へ
ら
れ
た
の
で
あ
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ら
う
。
な
ほ
、
李
王
家
の
法
的
処
遇
を
定
め
る
必
要
が
生
じ
た
の
は
大
正
五
年
に
李
垠
王
世
子
と
梨
本
宮
方
子
女
王
に
縁
談
が
持
ち
上
が

っ
て
か
ら
、
七
年
に
皇
室
典
範
増
補
が
、
婚
約
成
立
の
直
前
に
成
立
す
る
ま
で
の
間
と
さ
れ
て
を
り（

（（
（

、
修
正
は
こ
の
動
き
に
先
ん
じ
た
も

の
と
指
摘
で
き
る
。

　

本
項
冒
頭
で
紹
介
し
た
昭
和
二
年
の
「
附
式
」
改
正
に
お
い
て
も
、
公
族
参
列
の
明
文
規
定
は
行
は
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

昭
和
大
礼
の
実
際
の
各
種
行
事
に
公
族
が
参
列
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
所
の
前
掲
書
『
近
代
大
礼
関
係
の
基
本
史
料
集
成
』
巻
末
の
詳
細
な

対
照
表
で
も
検
討
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
、
大
正
期
に
行
は
れ
た
「
附
式
」
修
正
に
関
し
て
、
必
ず
全
て
が
昭
和
の
改

正
に
反
映
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
昭
和
大
礼
の
一
連
の
儀
式
が
必
ず
し
も
昭
和
の
改
正
の
通
り
に
す
べ
て
挙
行
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
く
、

実
施
に
当
た
っ
て
の
種
々
の
微
調
整
は
行
は
れ
て
ゐ
た
。

　
「
附
式
」
の
修
正
に
関
し
て
は
、
当
時
祭
祀
に
奉
仕
し
た
掌
典
た
ち
の
意
見
も
当
然
反
映
さ
れ
た
で
あ
ら
う
。
近
年
研
究
が
進
ん
で
ゐ

る
星
野
輝
興
を
は
じ
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
や
思
想
が
こ
の
大
正
期
の
修
正
に
ど
の
程
度
反
映
さ
れ
た
の
か
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い（

（（
（

。

　

ま
た
、
登
極
令
附
式
に
は
、
京
都
皇
宮
内
で
賢
所
を
奉
安
す
る
た
め
の
春
興
殿
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
ゐ
る
が
、「
附
式
」
成
立
時
に

は
春
興
殿
は
存
在
せ
ず
、
大
正
大
礼
に
際
し
て
新
造
す
る
要
が
あ
り
、
他
に
も
「
附
式
」
に
記
載
が
な
い
な
が
ら
新
造
さ
れ
た
建
造
物
・

設
備
等
が
あ
っ
た
。

　

即
位
礼
・
大
嘗
祭
が
い
づ
れ
も
京
都
で
行
は
れ
た
こ
と
こ
そ
、
大
礼
・
昭
和
大
礼
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
次
項
以
降
で
は
、
賢
所
の

東
京
か
ら
京
都
へ
の
動
座
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
、
賢
所
乗
御
車
、
名
古
屋
離
宮
賢
所
仮
殿
に
つ
い
て
、
特
に
検
討
し
た
い
。

二
、
賢
所
乗
御
車
の
建
造
と
運
用
に
つ
い
て

　

大
正
大
礼
は
、
行
幸（
ま
た
は
奠
都
・
遷
都
）先
の
東
京
で
大
嘗
祭
が
行
は
れ
た
明
治
の
例
と
は
異
な
り
、
賢
所
の
京
都
へ
の
動
座
を
伴
ふ
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も
の
で
（
登
極
令
第
十
一
条
「
卽
位
ノ
禮
ヲ
行
フ
期
日
ニ
先
タ
チ
天
皇
神
器
ヲ
奉
シ
皇
后
ト
共
ニ
京
都
ノ
皇
宮
ニ
移
御
ス
」
に
も
と
づ
く
）、
東
京
駅
か

ら
京
都
駅
ま
で
の
移
動
に
は
有
史
以
来
は
じ
め
て
鉄
道
が
用
ゐ
ら
れ
た
。
賢
所
を
奉
斎
し
た
車
を
「
賢
所
乗
御
車
」（
ま
た
は
「
賢
所
奉
安
車
」、

「
賢
車
」）と
言
ひ
、
令
和
五
年
に
品
川
区
の
Ｊ
Ｒ
東
日
本
「
御
料
車
庫
」
が
解
体
さ
れ
る
ま
で
、
同
所
に
保
管
さ
れ
て
ゐ
た（
以
降
の
保
管
場

所
は
未
公
表
）。

　

鉄
道
院
は
大
正
元
年
末
か
ら
二
年
二
月
に
亘
っ
て
木
材
の
準
備
等
に
着
手
、
同
年
十
二
月
に
は
御
座
所
以
外
は
概
ね
竣
成
し
、
ま
た
乗

御
車
と
御
羽
車
（
駅
か
ら
行
在
所
等
ま
で
の
渡
御
に
用
ゐ
る
神
輿
の
や
う
な
も
の
）
と
の
間
の
賢
所
移
御
の
た
め
に
「
賢
所
移
御
装
置
」
が
製
作

さ
れ
た（

（（
（

。

　

鉄
道
院
は
、
昭
憲
皇
太
后
の
崩
御
に
伴
ふ
一
時
中
止
を
経
て
大
正
四
年
五
月
十
九
日
、
賢
所
乗
御
車
製
作
工
事
方
法
書
、
賢
所
乗
御
降

御
の
順
序
、
奉
仕
分
担
案
を
大
礼
使
鉄
道
部
長
に
提
出
、
模
型
を
作
成
し
、
掌
典
長
・
掌
典
次
長
・
典
儀
部
事
務
官
・
式
部
官
・
掌
典
、

鉄
道
院
副
総
裁
、
中
部
・
西
部
両
鉄
道
管
理
局
長
、
工
作
・
運
輸
・
公
務
・
監
督
の
四
局
長
、
そ
の
他
関
係
諸
員
一
同
立
会
の
上
で
実
地

試
験
を
行
っ
た
（
大
正
四
年
九
月
二
十
三
日
＝
東
京
駅
、
二
十
六
日
＝
名
古
屋
駅
、
二
十
七
日
＝
京
都
駅
）。
試
験
の
結
果
を
反
映
し
て
移
御
装
置

の
微
調
整
を
行
ひ
、
大
井
工
場
に
お
い
て
完
成
を
み
た
。

　

元
国
鉄
大
井
工
場
車
輛
課
主
席
の
田
邊
幸
夫
も
後
年
こ
の
賢
所
乗
御
車
を
紹
介
し（

（（
（

、
中
央
に
賢
所
奉
安
室
、
前
後
に
各
三
室
・
計
六
室

の
掌
典
室
が
配
置
さ
れ
て
あ
り
、
奉
安
室
の
前
位
隣
り
の
室
に
は
掌
典
長
・
掌
典
次
長
、
再
前
位
の
室
に
は
内
掌
典
、
最
後
部
の
室
に
は

賢
所
の
緊
締
作
業
を
す
る
た
め
、
工
作
上
部
お
よ
び
大
井
工
場
か
ら
国
鉄
職
員
が
掌
典
補
と
い
ふ
職
名
を
頂
戴
し
て
添
乗
し
て
ゐ
た
こ
と

を
述
べ
、「
世
界
で
も
類
例
を
見
な
い
で
あ
ろ
う
神
様
を
お
乗
せ
す
る
」
車
で
あ
っ
た（

（（
（

と
称
へ
て
ゐ
る
。

　

こ
の
や
う
な
鉄
道
車
に
つ
い
て
は
登
極
令
「
附
式
」
に
明
文
の
規
定
が
な
く
、
東
京
・
京
都
間
の
移
送
と
い
ふ
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、

現
場
で
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
建
造
・
運
用
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

か
く
し
て
完
成
し
た
賢
所
乗
御
車
は
、
東
京
駅
か
ら
行
在
所
・
名
古
屋
離
宮
（
名
古
屋
城
）
の
あ
る
名
古
屋
駅
ま
で
丸
一
日
、
名
古
屋
駅
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か
ら
京
都
御
所
の
あ
る
京
都
駅
ま
で
丸
一
日
と
い
ふ
行
程
を
、
大
正
四
年
十
一
月
・
昭
和
三
年
十
一
月
の
二
度
に
わ
た
っ
て
往
復
し
、
ま

た
長
い
眠
り
に
就
い
た
の
で
あ
る
。

　

科
学
技
術
の
進
展
は
近
代
以
降
、
い
つ
の
時
代
も
目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
り
、
鉄
道
の
普
及
を
踏
ま
へ
て
大
正
・
昭
和
二
度
に
わ
た
り

運
用
さ
れ
た
賢
所
乗
御
車
は
、
当
時
の
最
新
技
術
と
伝
統
と
の
折
衷
の
一
例
と
し
て
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ら
う
。

三
、
名
古
屋
離
宮
賢
所
仮
殿
の
奉
斎
に
つ
い
て

　

大
正
・
昭
和
の
大
礼
に
つ
い
て
、
当
時
の
東
京
・
京
都
間
の
鉄
道
移
動
に
は
延
べ
二
日
を
要
し
た
た
め
、
道
中
適
当
な
箇
所
に
お
い
て

一
泊
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
行
在
所
と
し
て
選
ば
れ
た
の
が
当
時
名
古
屋
離
宮
と
称
し
た
名
古
屋
城
の
地
で
あ
り
、
賢
所
の
奉
安
の
た
め

に
同
地
の
御
深
井
丸
に
は
賢
所
仮
殿
が
建
設
さ
れ
た
。
以
下
、
特
に
大
正
期
に
新
造
さ
れ
た
名
古
屋
離
宮
の
賢
所
仮
殿
に
つ
い
て
、
新
聞

資
料
等
を
も
参
照
し
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

◇
建
設
に
至
る
ま
で
の
経
緯

　

明
治
天
皇
の
諒
闇
が
明
け
た
「
東
京
朝
日
新
聞
」
大
正
二
年
十
二
月
十
五
日
付
に
、「
●
行
宮
御
造
営
の
議　

▽
名
古
屋
離
宮
内
」
と

題
し
て今

上
陛
下
に
は
即
位
礼
及
大
嘗
祭
を
行
は
せ
ら
る
ゝ
為
明
年
秋
冬
の
交
を
期
し
皇
后
陛
下
御
同
列
神
器
を
奉
じ
て
京
都
に
行
幸
啓
あ

ら
せ
ら
る
る
に
付
中
央
停
車
場
よ
り
御
発
車
名
古
屋
離
宮
に
御
一
泊
あ
ら
せ
る
ゝ
こ
と
に
御
内
定
相
成
り
た
る
趣
に
て
名
古
屋
離
宮

に
於
て
如
何
に
神
器
を
奉
安
す
べ
き
か
に
就
き
目
下
当
局
に
於
て
種
々
考
案
中
の
由
な
る
が
神
器
は
宮
中
賢
所
に
奉
安
す
る
も
の
に

て
今
回
名
古
屋
離
宮
内
に
賢
所
を
造
営
す
る
程
の
必
要
あ
る
ま
じ
き
も
既
に
別
殿
に
奉
安
す
る
こ
と
と
な
り
た
る
今
日
必
然
清
浄
を
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旨
と
せ
る
御
仮
屋
式
に
一
時
的
の
行
宮
を
造
営
し
神
器
を
奉
安
せ
ら
る
べ
し
と
申
す

と
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
明
け
て
大
正
三
年
の
三
月
十
三
日
付
に
は
、「
●
大
礼
御
用
の
建
築　

▽
両
行
在
所
の
設
備　

▽
賜
宴
場

の
大
食
堂
」
と
題
し
、

御
大
礼
費
用
五
百
五
十
余
万
円
は
十
一
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
総
会
並
に
十
二
日
の
同
本
会
議
に
於
て
孰
れ
も
満
場
一
致
を
以
て
可

決
確
定
さ
れ
貴
族
院
に
於
て
も
勿
論
同
様
通
過
す
る
事
な
る
べ
く
諸
般
の
御
準
備
も
従
来
は
云
は
ゞ
予
備
的
事
業
な
り
し
も
是
よ
り

愈
第
一
期
に
入
り
予
て
大
礼
使
に
於
て
調
査
せ
る
処
に
依
り
順
次
御
着
手
の
運
び
と
な
る
べ
く

と
し
て
、
以
下
、「
賢
車
仮
御
殿
」「
山
田
行
在
所
」「
大
饗
殿
と
舞
楽
場
」
と
、
大
礼
の
た
め
に
新
築
さ
れ
る
べ
き
建
築
物
が
挙
げ
ら
れ
て

ゐ
る
。「
賢
車
仮
御
殿
」
の
項
を
見
る
と
、

天
皇
皇
后
両
陛
下
に
は
御
即
位
大
礼
前
賢
所
並
に
剣
璽
を
奉
じ
て
東
京
御
発
輦
京
都
に
行
幸
あ
ら
せ
ら
る
ゝ
事
は
既
報
の
如
く
途
中

両
陛
下
に
は
名
古
屋
御
駐
輦
、
行
在
所
は
同
離
宮
を
以
て
充
て
さ
せ
ら
る
る
事
勿
論
に
し
て
剣
璽
は
両
陛
下
と
御
同
宮
に
あ
ら
せ
ら

る
べ
き
も
賢
所
を
奉
安
申
し
上
ぐ
べ
き
適
当
の
宮
殿
無
け
れ
ば
大
礼
使
に
て
は
不
日
名
古
屋
離
宮
内
に
一
時
的
の
賢
所
御
仮
殿
建
築

に
着
手
せ
ら
る
ゝ
筈
な
り

と
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
通
り
、
大
正
二
年
十
二
月
頃
、
大
礼
使
に
お
い
て
名
古
屋
離
宮
内
に
お
け
る
賢
所
の
奉
安
に
つ
い
て
協
議
、

仮
殿
の
建
築
を
決
定
し
、
同
三
年
三
月
に
予
算
が
確
定
し
た
。（
工
費
約
二
十
万
円
＝
「
東
京
朝
日
新
聞
」
大
正
四
年
八
月
十
四
日
付
）。
な
ほ
、

大
正
大
礼
に
お
い
て
は
じ
め
て
建
築
さ
れ
た
も
の
と
し
て
他
に
京
都
皇
宮
内
で
賢
所
を
奉
安
す
る
た
め
の
春
興
殿
が
あ
り
、
こ
れ
は
名
古

屋
離
宮
の
仮
殿
に
先
立
ち
工
事
を
進
め
ら
れ
て
ゐ
た
。

◇
地
鎮
祭
と
建
設

　

か
く
し
て
立
案
さ
れ
た
建
築
計
画
に
則
り
、
賢
所
仮
殿
の
建
設
に
向
け
、
地
鎮
祭
が
執
り
行
は
れ
た
。［
国
］中
に
地
鎮
祭
に
関
し
て
も
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記
事
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
大
正
度
の
建
設
日
程
を
ま
と
め
る
と
左
の
や
う
に
な
る
。

大
正
四
年
八
月
十
三
日　

午
前
八
時
よ
り
地
鎮
祭（

（（
（

（
河
鰭
公
篤
掌
典
、
星
野
輝
興
、
高
木
慶
太
郎
掌
典
補
ら
が
奉
仕
）

　
　
　
　

八
月
十
五
日　

造
営
着
手（
大
礼
使
参
与
、
造
営
部
長
片
山
東
熊
が
奉
仕
（
（（
（

）

　
　
　
　

九
～
十
月
頃　

竣
工

　

な
ほ
、
昭
和
度
は
左
記
の
通
り
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
年
六
月
二
十
四
日　

午
前
九
時
よ
り
地
鎮
祭（

（（
（

（
八
束
清
貫
掌
典
、
森
山
久
樹
、
羽
根
田
稔
掌
典
補
ら
が
奉
仕
）

　
　
　
　

七
月
一
日　
　
　

建
築
着
手（
名
古
屋
市
・
北
川
幸
吉
が
奉
仕
。
工
事
監
督
は
森
泰
治
技
師
）

　
　
　
　

八
月
二
十
一
日　

上
棟
祭（
（（
（

　
　
　
　

九
月
三
十
日　
　

竣
工

　

ま
た
、『
大
礼
記
録
』（
清
水
書
店
、
大
正
八
年
）に
は
、
新
規
建
設
物
の
一
覧
の
中
に
「
賢
所
仮
殿
地
鎮
祭
祭
舎
」「
同
神
饌
所
」「
同
幄
舎
」

の
欄
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
坪
数
が
五
三
三
三
、
二
二
五
〇
、
三
七
五
〇
坪
、
い
づ
れ
も
構
造
は
「
吹
抜
切
妻
造
杮
葺
砂
敷
」
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
悠
紀
・
主
基
斎
田
の
地
鎮
祭
祭
舎
（
五
三
三
三
坪
）・
斎
場
神
殿
（
五
〇
〇
〇
坪
、
た
だ
し
黒
木
作
妻
／
平
入
正
面
切
妻

杮
葺
）と
遜
色
な
い
規
模
で
あ
っ
た（
（（
（

。

　
［
国
］に
よ
れ
ば
、
大
正
の
地
鎮
祭
で
奏
上
さ
れ
た
祝
詞
は
下
記
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

賢
所
名
古
屋
離
宮
仮
殿
地
鎮
祭
祝
詞

此
地
乎
宇
斯
波
伎
坐
須
神
等
乃
御
前
爾
掌
典
正
四
位
子
爵
河
鰭
公
篤
恐
美
恐
美母
白
左久
此
度
此
地
乎
賢
所
乃
仮
御
殿
造
奉
留伎
倍
地
止
択
定
米
給
比
奥

山
乃
大
峡
小
峡
爾
生
立
留
木
乎
斎
斧
乎
以
弖
伐
採
利
中
間
乎
持
出
来
弖
斎
鉏
乎
以
弖
斎
柱
立
弖
御
殿
仕
奉
良米
志
給
波止
牟須
故
今
日
乎
生
日
乃
足
日
止
斎
定
米弖

御
幣
帛
奉
利
御
食
御
酒
乎
始
米
種
乃々
物
乎
備
奉
利弖
斎
祭
良米
志
給
布
事
乎
聞
食
志弖
斎
鎮
牟留
界
乃
内
波
踏
平
須
地
乃
平
加爾
築
固
牟留
岩
根
動
伎
無
久
夜
乃
守
日
乃

守
爾
守
幸
波倍
給
倍止
祈
請
白
須
事
乎
聞
食
世止
恐
美
恐
美母
白
須
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大
正
四
年
八
月
十
三
日

　

ま
た
、
幣
物
と
し
て
幣
五
本
、
鎮
物
と
し
て
五
色
絁
各
五
尺
、
神
饌
と
し
て
三
方
七
台
（
洗
米
、
酒
、
堅
魚
、
腊
・
干
鯵
、
海
菜
と
し
て
昆

布
・
平
荒
布
、
果
実
と
し
て
搗
栗
・
林
檎
、
塩
・
水
）が
奉
献
さ
れ
て
ゐ
た
。

　

大
正
度
、
昭
和
度
い
づ
れ
も
掌
典
以
下
掌
典
補
が
東
京
よ
り
出
張
し
地
鎮
祭
を
奉
仕
し
て
起
工
し
、
造
営
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
正
度
に
比

し
て
昭
和
度
の
地
鎮
祭
・
起
工
が
一
ヵ
月
以
上
早
ま
っ
て
ゐ
る
の
は
、
昭
和
度
に
奉
仕
し
た
森
技
師
が
京
都
賢
所
奉
安
殿
、
紫
宸
殿
等
工

事
に
も
関
与
し
て
ゐ
た
た
め
で
あ
る（

（（
（

。

◇
大
礼
に
お
け
る
奉
斎

　

そ
れ
で
は
、
竣
工
し
た
名
古
屋
離
宮
の
賢
所
仮
殿
を
奉
斎
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
や
う
な
神
事
が
執
り
行
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

『
大
礼
記
録
』（
大
正
八
年
、
清
水
書
店
）に
一
連
の
次
第
が
掲
載
さ
れ
て
を
り
、
仮
殿
の
寸
法
等
の
仕
様
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
長

く
な
る
が
、
名
古
屋
駅
に
賢
所
乗
御
車
が
到
着
し
、
御
羽
車
に
奉
遷
し
て
以
降
の
部
分
を
、
適
宜
、
日
付
を
冒
頭
に
掲
げ
な
が
ら
以
下
に

引
用
し
た
い（

（（
（

。

　

　
　

大
正
四
年
十
一
月
六
日

鹵
簿
ハ
、
順
路
ヲ
経
テ
前
進
シ
、
五
時
一
分
、
賢
所
御
羽
車
、
名
古
屋
離
宮
正
門
ヲ
通
御
、
正
門
内
岐
路
ヨ
リ
左
折
シ
、
同
七
分
、

深
井
丸
ノ
仮
殿
ニ
著
御
ア
ラ
セ
ラ
ル
。
陛
下
ハ
、
正
門
通
ノ
岐
路
ヲ
通
御
ノ
際
、
賢
所
ニ
御
一
拝
ア
リ
、
表
一
ノ
門
ヲ
経
テ
、
同
七

分
、
離
宮
ニ
著
御
ア
ラ
セ
ラ
ル
。

賢
所
著
御
ノ
後
、
仮
殿
ニ
於
テ
祭
典
ヲ
行
ハ
セ
ラ
ル
。
仮
殿
ハ
、
是
ノ
歳
八
月
十
三
日
、
地
鎮
祭
ヲ
行
ハ
レ
シ
後
、
昼
夜
力
ヲ
展
ベ

テ
、
工
既
ニ
竣
リ
シ
者
ニ
係
ル
。
構
内
ハ
東
西
十
八
間
半
、
南
北
二
十
間
、
板
垣
ヲ
匝
ラ
シ
、
正
南
ニ
ハ
正
門
、
東
西
両
面
南
寄
ニ
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ハ
掖
門
、
北
面
左
右
ニ
ハ
通
用
門
を
設
ク
。
仮
殿
ハ
正
中
ノ
北
寄
ニ
在
リ
、
間
口
三
間
半
、
奥
行
四
間
半
、
板
敷
ニ
シ
テ
、
南
及
東

西
ノ
両
面
ニ
扉
ヲ
、
各
扉
ノ
左
右
ニ
蔀
戸
ヲ
設
ケ
、
北
面
ヲ
板
張
ト
シ
テ
、
左
右
ニ
開
戸
ヲ
設
ク
。
其
ノ
後
方
ニ
渡
廊
ヲ
造
リ
テ
、

神
饌
所
ヘ
ノ
通
路
ト
ス
。
神
饌
所
ハ
構
外
ニ
在
リ
、
間
口
三
間
、
奥
行
一
間
、
其
ノ
東
ニ
ハ
掌
典
詰
所
ア
リ
、
西
ニ
ハ
内
掌
典
詰
所

ア
リ
、
棟
ヲ
同
ジ
ウ
ス
。
正
門
内
ノ
西
側
ニ
ハ
手
水
舎
ヲ
設
ケ
、
正
門
外
ノ
東
西
両
側
ニ
ハ
儀
仗
兵
ノ
哨
舎
各
一
棟
ヲ
構
フ
。

当
日
早
旦
、
掌
典
子
爵
河
鰭
公
篤
ハ
、
予
メ
仮
殿
ノ
清
祓
ヲ
奉
仕
シ
、
解
除
ノ
詞
ヲ
奏
シ
、
著
御
ニ
先
ダ
チ
テ
、
殿
ノ
東
西
南
三
面

ノ
御
扉
ニ
ハ
御
幌
ヲ
垂
レ
、
各
蔀
戸
ニ
ハ
御
簾
ヲ
下
シ
、
北
面
ニ
ハ
御
壁
代
ヲ
懸
ケ
、
正
門
内
外
ノ
東
西
両
側
ニ
ハ
台
提
灯
各
一
対

ヲ
設
ク
。
午
後
四
時
四
十
分
、
御
扉
ヲ
開
キ
奉
リ
、
南
面
ノ
御
幌
ヲ
褰
グ
。
賢
所
著
御
ノ
後
ハ
、
御
羽
車
ノ
前
面
左
右
ニ
御
灯
及
御

燭
ヲ
点
ジ
、
神
饌
供
進
ニ
際
シ
テ
ハ
、
御
前
ニ
八
足
案
ヲ
設
ク
。
掌
典
長
岩
倉
具
綱
以
下
、
鹵
簿
外
ノ
掌
典
ハ
、
名
古
屋
停
車
場
ヨ

リ
先
著
シ
、
仮
殿
正
門
内
ニ
於
テ
御
羽
車
ヲ
奉
迎
シ
、
正
門
ノ
御
扉
ヨ
リ
以
内
ハ
、
掌
典
補
、
之
ヲ
奉
舁
シ
、
御
殿
ノ
中
央
ニ
呉
床

ヲ
具
ヘ
テ
奉
安
ス
。
近
衛
将
校
以
下
退
下
ノ
後
、
御
前
ノ
装
飾
ヲ
奉
仕
シ
、
次
ニ
、
河
鰭
掌
典
ハ
、
掌
典
補
ヲ
率
ヰ
テ
、
神
饌
ヲ
供

シ
、
祝
詞
ヲ
奏
ス
。
此
ノ
間
諸
員
敬
礼
。
訖
リ
テ
、
神
饌
ヲ
撤
シ
、
御
扉
ヲ
閉
ヂ
奉
ル
。
此
ノ
間
諸
員
敬
礼
。
五
時
四
十
五
分
、
儀

ヲ
訖
フ
。

　
　

十
一
月
七
日

　

十
一
月
七
日
、
快
晴
昨
ノ
如
シ
。
名
古
屋
離
宮
ヲ
出
御
ア
ラ
セ
ラ
ル
ル
ニ
先
ダ
チ
、
賢
所
仮
殿
ニ
於
テ
祭
典
ヲ
行
ハ
セ
ラ
ル
。
其

ノ
儀
ハ
、
前
日
ニ
同
ジ
ク
、
午
前
八
時
ニ
始
マ
リ
テ
、
同
十
分
ニ
終
ル
。
次
ニ
出
御
ノ
準
備
ヲ
奉
仕
ス
。

　

時
刻
ニ
及
ブ
ヤ
、
鹵
簿
内
供
奉
ノ
掌
典
次
長
公
爵
九
条
道
真
以
下
、
近
衛
将
校
及
第
三
師
団
騎
兵
ハ
、
仮
殿
ノ
正
門
外
ニ
整
列
シ
、

掌
典
二
人
ハ
仮
殿
ノ
前
ニ
候
ス
。
次
ニ
、
掌
典
補
ハ
、
御
羽
車
ヲ
奉
舁
シ
テ
、
正
門
ノ
御
入
口
ニ
至
リ
、
是
ヨ
リ
、
駕
輿
丁
奉
舁
シ

テ
、
八
時
五
十
三
分
、
仮
殿
ヲ
出
御
ア
ラ
セ
ラ
ル
。
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十
一
月
二
十
七
日

　

賢
所
ハ
、
三
時
三
十
二
分
、
名
古
屋
離
宮
仮
殿
ニ
著
御
ア
ラ
セ
ラ
ル
。
陛
下
ハ
、
正
門
通
ノ
岐
路
ヲ
通
御
ノ
際
、
賢
所
ニ
御
一
拝

ア
リ
。
表
一
ノ
門
ヲ
経
テ
、
同
三
十
五
分
、
離
宮
ニ
著
御
ア
ラ
セ
ラ
ル
。

　

賢
所
仮
殿
ノ
祭
典
ハ
、
曩
日
、
東
京
ヨ
リ
著
御
ノ
時
ニ
同
ジ
ク
、
五
時
四
十
五
分
、
儀
ヲ
訖
フ
。

　
　

十
一
月
二
十
八
日

　

十
一
月
二
十
八
日
、
名
古
屋
離
宮
出
御
ニ
先
ダ
チ
、
賢
所
仮
殿
ニ
於
テ
祭
典
ヲ
行
ハ
セ
ラ
ル
。
其
ノ
儀
ノ
次
第
並
ニ
奉
仕
者
ハ
、

総
テ
昨
日
ニ
同
ジ
ク
、
午
前
五
時
二
十
五
分
ニ
始
マ
リ
テ
六
時
ニ
終
ル
。
次
イ
デ
、
出
御
ノ
準
備
ヲ
為
ス
。
同
二
十
分
、
賢
所
御
羽

車
、
便
殿
ヲ
出
御
ア
ラ
セ
ラ
ル
。

　

昭
和
五
年
～
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
昭
和
大
礼
記
録
』
に
も
同
様
に
行
は
れ
た
賢
所
奉
斎
の
次
第
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
固
有
名
詞
や

細
か
い
時
刻
を
除
き
内
容
が
重
複
し
て
ゐ
る
の
で
、
割
愛
す
る
。
な
ほ
、
仮
殿
の
規
模
と
し
て
は
「
東
西
約
十
八
間
、
南
北
約
十
八
間

半
」
と
あ
り
、
大
正
度
に
比
し
わ
づ
か
な
縮
小
化
が
見
ら
れ
る
。

　

次
第
を
概
略
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
名
古
屋
駅
に
到
着
し
た
賢
所
乗
御
車
か
ら
移
御
装
置
に
よ
っ
て
賢
所
は
御
羽
車
に
奉
遷

さ
れ
、
名
古
屋
離
宮
へ
向
か
ふ
。
名
古
屋
駅
か
ら
鹵
簿
を
同
道
し
て
ゐ
た
、
御
羽
車
と
、
天
皇
を
乗
せ
た
鳳
輦
は
名
古
屋
離
宮
の
正
門
を

入
っ
て
か
ら
わ
か
れ
、
御
羽
車
は
仮
殿
へ
向
か
ふ
。
そ
の
際
、
天
皇
は
行
在
所
へ
向
か
ふ
前
に
鳳
輦
を
と
ど
め
、
賢
所
に
対
し
て
敬
礼
を

行
っ
た
。
御
羽
車
に
よ
っ
て
仮
殿
に
著
御
し
た
賢
所
に
対
し
、
掌
典
以
下
は
祭
祀
を
行
ふ
。
そ
の
内
容
は
開
扉
、
献
饌
、
祝
詞
、
撤
饌
、

閉
扉
、
と
簡
略
な
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
朝
、
発
御
に
あ
た
っ
て
前
夜
と
同
様
の
祭
祀
を
行
ふ
が
、
そ
の
開
始
は
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
上
、
場
合

に
よ
り
朝
五
時
台
と
か
な
り
早
い
も
の
と
な
っ
た
。
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な
ほ
、
著
御
時
・
発
御
時
の
祭
典
の
祝
詞
は［
国
］に
よ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

掛
巻
母
恐
伎

賢
所
乃
大
前
爾
掌
典
正
四
位
子
爵
河
鰭
公
篤
恐
美
恐
美母
白
左久
今
朝
東
京
奈留
皇
宮
乎
出
立
世
給
比賀
志
道
乃
長
道
恙
奈久
今
志
此
乃
離
宮
爾
著
世
給
比留
奴賀
故
爾

御
食
御
酒
乎
備
奉
利弖
慎
敬
比
仕
奉
良米
志
給
布
事
乎
聞
食
世刀
恐
美
恐
美母
白
須

　

大
正
四
年
十
一
月
六
日

掛
巻
母
恐
伎

賢
所
乃
大
前
爾
掌
典
正
六
位
佐
伯
有
義
恐
美
恐
美母
白
左久
今
志
此
離
宮
乎
出
立
世
給
比弖
京
都
爾
幸
行
志
給
波止
牟須
故
此
由
乎
告
奉
留止
為
弖
御
食
御
酒
乎
備

奉
利弖
慎
敬
比
仕
奉
良米
志
給
布
事
乎
聞
食
世止
恐
美
恐
美母
白
須

　

大
正
四
年
十
一
月
七
日

　

賢
所
仮
殿
の
祭
祀
に
つ
い
て
、
昭
和
度
の
神
饌
（
洗
米
、
酒
、
餅
、
鰹
節
、
昆
布
）
は
い
づ
れ
も
名
古
屋
市
民
の
供
納
に
依
っ
て
ゐ
た（
（（
（

。
大

正
度
は
未
詳
な
が
ら
同
様
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
東
京
か
ら
持
参
す
る
の
で
は
な
く
現
地
の
人
々
の
奉
賛
を
受
け
る
こ
と
で
、
皇
室

と
国
民
の
紐
帯
を
新
た
に
す
る
こ
と
が
か
な
っ
た
と
言
へ
よ
う
。

◇
拝
観
、
解
体
と
下
賜
に
つ
い
て

　

昭
和
三
年
、
昭
和
天
皇
の
大
礼
直
後
に
大
礼
記
者
団
に
名
古
屋
離
宮
特
別
拝
観
が
許
さ
れ
、
賢
所
仮
殿
も
記
者
た
ち
の
目
に
ふ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。「
名
古
屋
新
聞
」
の
当
時
の
記
事（
（（
（

は
、
天
守
閣
か
ら
仮
殿
を
目
に
し
た
印
象
が
記
者
の
感
激
と
共
に
書
き
記
さ
れ
結
ば
れ

て
ゐ
る
。

わ
れ
ら
は
拝
観
□
天
守
閣
に
登
昇
し
た
が
、
五
層
楼
上
の
西
窓
よ
り
眼
下
に
白
木
の
新
し
い
賢
所
奉
安
所
を
拝
し
た
。
丸
木
の
鳥
居
、
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杉
角
の
柵
、
簡
素
な
が
ら
神
々
し
い
奉
安
所
の
御
造
営
が
晴
渡
つ
た
小
春
の
陽
の
下
に
神
々
し
く
輝
い
て
拝
せ
ら
れ
た
。（
一
記
者
）

　

ま
た
、
大
正
・
昭
和
の
二
度
に
わ
た
っ
て
造
営
さ
れ
た
仮
殿
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
。
昭
和
大
礼
を
目
前
に
控
へ
た
昭
和
三
年
十

月
二
十
五
日
、「
名
古
屋
新
聞
」
の
「
殆
ど
出
来
た
離
宮
の
お
手
入
れ　

仕
上
げ
は
今
月
一
ぱ
い　

奉
仕
の
工
匠
四
十
余
名
」
と
題
し
た

記
事
に
宮
内
属
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
載
っ
て
ゐ
る
。

聖
上
、
皇
后
両
陛
下
の
御
駐
輦
遊
ば
さ
れ
る
名
古
屋
離
宮
は
賢
所
を
奉
安
す
る
仮
殿
の
御
新
造
を
始
め
正
殿
御
寝
の
間
そ
の
他
の
電

灯
取
つ
け
、
手
入
れ
も
殆
ど
完
了
し
目
下
毎
日
四
十
余
名
の
雑
工
入
り
込
み
仕
上
げ
に
光
栄
の
奉
仕
を
い
そ
し
ん
で
ゐ
る
が
大
体
今

月
一
杯
を
以
っ
て
終
る
は
ず
で
あ
る
、
名
古
屋
離
宮
主
任
高
橋
宮
内
属
は
謹
ん
で
語
る

大
体
は
で
き
あ
が
り
ま
し
た
が
ま
だ
ご
て
つ
い
て
ゐ
ま
す
、
電
灯
の
取
り
つ
け
な
ど
と
申
し
ま
し
て
も
ホ
ン
の
一
時
的
な
も
の
で
電

灯
器
具
の
如
き
は
宮
城
か
ら
お
古
い
の
を
持
っ
て
く
る
よ
う
な
こ
と
だ
か
ら
蝋
燭
よ
り
い
く
ら
か
あ
か
る
い
程
度
で
ま
こ
と
に
恐
れ

多
い
こ
と
で
す
、
賢
所
仮
殿
は
大
正
天
皇
の
と
き
に
は
招
魂
社
に
下
賜
に
な
っ
た
、
今
の
城
北
練
兵
場
招
魂
社
の
拝
殿
が
そ
れ
な
の

で
す
が
今
度
は
ど
う
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
か（
傍
線
引
用
者
）

　

と
あ
り
、
大
正
度
の
仮
殿
の
城
北
練
兵
場
招
魂
社
の
拝
殿
と
し
て
下
賜
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
大
正
度
の
調
度
品
に
つ

い
て
は
愛
知
県
神
職
会
の
会
報
に
よ
り
、
熱
田
神
宮
を
始
め
県
社
等
へ
下
附
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
わ
か
る（

（（
（

。

　

な
ほ
、
昭
和
度
の
仮
殿
は
氷
上
姉
子
神
社
の
社
殿
と
し
て
下
賜
さ
れ（

（（
（

、
正
門
は
官
祭
招
魂
社
の
正
門
と
し
て
移
転
し
て
ゐ
た（
（（
（

。

　

沿
道
市
民
の
奉
送
迎
や
、
行
政
の
長
へ
の
親
謁
の
み
な
ら
ず
、
祭
儀
の
中
で
名
古
屋
市
民
の
供
納
に
よ
る
神
饌
を
献
じ
て
ゐ
た
こ
と
は
、

大
嘗
祭
に
お
け
る
庭
積
机
代
物
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

神
器
と
愛
知
県
（
名
古
屋
）
と
の
関
係
と
い
へ
ば
、
神
剣
そ
の
も
の
を
奉
斎
す
る
熱
田
神
宮
の
存
在
が
あ
る
が
、
近
代
大
礼
の
行
在
所
に

熱
田
神
宮
で
は
な
く
名
古
屋
離
宮
が
選
ば
れ
た
理
由
は
な
ぜ
か（
現
在
、
名
古
屋
駅
よ
り
、
名
古
屋
城
ま
で
徒
歩
約
三
十
分
、
熱
田
神
宮
ま
で
一
時

間
十
分
強
か
か
る
が
、
単
純
に
理
由
が
「
近
い
か
ら
」
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
）、
熱
田
神
宮
を
行
在
所
と
し
て
選
ん
で
ゐ
た
場
合
に
、
神
事
は
ど
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の
や
う
な
も
の
に
な
っ
て
ゐ
た
か
、
想
像
す
る
に
興
味
は
つ
き
な
い
。

む
す
び
に

　

本
稿
の
「
一
」
に
お
い
て
は
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
大
礼
記
録
』、
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
『
大
正
大
礼
録
』
を
参
照
し
、
先
行
研
究

に
お
い
て
、
昭
和
初
年
の
修
正
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
た
登
極
令
の
附
式
に
つ
い
て
、
大
正
初
年
の
段
階
に
お
い
て
も
多
岐
に
わ
た
る
修
正
が

宮
内
省
内
で
検
討
さ
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
が
御
裁
可
を
頂
い
て
修
正
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
内
容
は
概
ね
「
参
列

者
の
服
装
や
儀
式
の
一
部
分
な
ど
を
微
調
整
し
た
に
す
ぎ
ず
、
本
質
的
な
変
更
は
含
ま
れ
て
い
な
い
」
と
の
昭
和
度
の
修
正
と
相
違
な
い

が
、
併
合
さ
れ
た
ば
か
り
の
朝
鮮
公
族
の
祭
祀
へ
の
参
列
が
許
さ
れ
る
な
ど
、
時
代
の
変
化
を
反
映
し
た
修
正
も
あ
っ
た
。

　

ま
た
「
二
」「
三
」
に
お
い
て
は
、「
附
式
」
そ
の
も
の
に
は
明
文
の
規
定
が
な
い
が
、
大
礼
挙
行
の
必
要
性
か
ら
特
に
新
造
・
運
用
さ

れ
た
賢
所
乗
御
車
、
名
古
屋
離
宮
賢
所
仮
殿
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
い
づ
れ
も
新
例
で
あ
り
、
か
つ
平
成
以
降
の
大
礼
に
お
い
て
は
（
特

に
、
そ
の
舞
台
が
京
都
か
ら
東
京
へ
移
っ
た
こ
と
か
ら
）
運
用
が
な
か
っ
た
大
正
・
昭
和
度
の
み
の
特
徴
で
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
一
世
一
代
の

盛
典
に
ふ
さ
は
し
く
、
関
係
者
の
入
念
な
準
備
に
よ
っ
て
厳
粛
に
運
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
即
位
礼
・
大
嘗
祭
が
行
は
れ
る
東
京
・

京
都
や
、
悠
紀
・
主
基
国
を
は
じ
め
献
納
品
の
調
製
さ
れ
る
各
地
方
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
大
礼
研
究
の
中
で
、
近
代
大
礼

と
、
賢
所
の
奉
斎
が
行
は
れ
た
名
古
屋
と
の
関
係
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
収
穫
と
言
へ
よ
う
。

　

一
方
で
、
課
題
も
多
い
。
本
稿
で
は
、
宮
内
公
文
書
館
、
国
立
公
文
書
館
の
所
蔵
史
料
、
刊
行
さ
れ
た
『
大
礼
記
録
』
等
の
間
の
性
格

の
違
ひ
を
深
く
掘
り
下
げ
て
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
設
備
や
各
儀
式
次
第
と
、
取
り
上
げ
な
か

っ
た
設
備
・
次
第
と
の
関
係
性
、
さ
ら
に
は
昭
和
大
礼
と
の
比
較
も
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
読
者
諸
賢
の
ご
助
言
を
賜
り
な
が
ら
、
研
究

の
一
層
の
深
化
を
期
し
た
い
。
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註（
1
）�　

武
田
秀
章
「
近
現
代
の
大
嘗
祭
」（
第
二
次
『
悠
久
』
一
五
八
、
令
和
元
年
）、
齊
藤
智
朗
「
発
題　

近
代
に
お
け
る
皇
室
制
度
と
御
代
替
」

（『
神
社
本
庁
総
合
研
究
所
紀
要
』
二
四
、
令
和
元
年
）、
藤
本
頼
生
「
発
題　

近
代
・
現
代
の
大
嘗
祭
を
考
え
る
：
近
現
代
の
大
嘗
祭
の
連
続

性
・
非
連
続
性
と
近
代
皇
室
制
度
・
神
社
祭
祀
制
度
の
整
備
か
ら
」（『
神
道
宗
教
』
二
五
四
・
二
五
五
、
令
和
元
年
）、
等
。

（
2
）�　

阪
本
是
丸
「
昭
和
戦
前
期
の
『
神
道
と
社
会
』
に
関
す
る
素
描
―
神
道
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
用
語
を
軸
に
し
て
」（
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ

ン
タ
ー
編
・
阪
本
是
丸
責
任
編
集
『
昭
和
前
期
の
神
道
と
社
会
』
弘
文
堂
、
平
成
二
十
八
年
）。

（
3
）�　

否
定
的
な
言
及
と
し
て
、
中
島
三
千
男
『
天
皇
の
代
替
わ
り
と
国
民
』（
青
木
書
店
、
平
成
二
年
）、
西
秀
成
・
荻
野
富
士
夫
・
藤
野
豊
『
昭

和
大
礼
記
録（
解
説
）』（
不
二
出
版
、
平
成
二
年
）、
等
。

（
4
）�　

田
中
真
人
「
近
代
天
皇
制
国
家
に
お
け
る
即
位
礼
・
大
嘗
祭
─
一
九
一
四
年
の
大
礼
使
官
制
論
争
」（『
日
本
史
研
究
』
二
〇
七
、
昭
和
五
十
四

年
）、
同
「
帝
国
憲
法
に
お
け
る
天
皇
と
輔
弼
責
任
」（『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
（
近
世
・
近
代
）』
思
文
閣
出
版
、
平
成
七
年
）、
田
頭
慎
一
郎

「
議
会
政
治
家
か
ら
み
た
主
権
と
天
皇
─
斎
藤
隆
夫
の
憲
法
論
」（『
日
本
政
治
研
究
』
三
─
二
、
平
成
十
八
年
）、
国
分
航
士
「
明
治
立
憲
制
と

『
宮
中
』：
明
治
四
〇
年
の
公
式
令
制
定
と
大
礼
使
官
制
問
題
」（『
史
学
雑
誌
』
一
二
四
─
九
、
平
成
二
十
七
年
）
等
。
牟
禮
仁
は
『
藝
林
』
三

八
・
三
九（
平
成
元
年
～
二
年
）に
「
大
礼
使
官
制
問
題
関
係
資
料
」
を
連
載
し
た
。

（
5
）�　

松
田
隆
行
「
大
正
天
皇
の
『
御
大
典
』
と
地
域
社
会
：
天
皇
の
即
位
儀
礼
と
国
民
統
合
」（『
花
園
史
学
』
三
二
、
平
成
二
十
三
年
）、
原
田
雄

斗
「
天
皇
の
代
替
わ
り
と
神
社
界
：
大
正
期
に
お
け
る
『
全
国
神
職
会
会
報
』
の
論
説
を
中
心
に
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
機
構
日
本

文
化
研
究
所
年
報
』
一
一
、
平
成
三
十
年
）
に
お
い
て
、
大
正
大
礼
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
数
少
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
は
下

賜
建
物
に
つ
い
て
（
原
戸
喜
代
里
・
大
場
修
、
平
成
二
十
一
年
～
二
十
三
年
）、
大
礼
記
念
文
庫
に
つ
い
て
（
磯
部
敦
ほ
か
、
平
成
二
十
六
年
）、

天
覧
能
の
頓
挫
に
つ
い
て（
中
嶋
謙
昌
、
平
成
二
十
八
年
）、
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て（
佐
藤
守
弘
、
平
成
二
十
九
年
）、
狂
犬
病
対
策
に

つ
い
て（
松
村
啓
一
、
令
和
三
年
）、
精
神
障
害
者
・
ハ
ン
セ
ン
病
患
者
の
取
り
締
ま
り
に
つ
い
て（
藤
野
豊
、
令
和
四
年
）等
、
各
分
野
か
ら
の

検
討
が
進
み
、
活
況
を
呈
し
て
ゐ
る
。
ま
た
藤
田
大
誠
に
は
「
大
正
大
礼
に
お
け
る
神
社
界
の
活
動
：
全
国
神
職
会
と
皇
典
講
究
所
を
中
心

に
」（『
國
學
院
雑
誌
』
一
二
〇
─
一
一
、
令
和
元
年
）が
あ
る
。

（
6
）�　

藤
田
大
誠
「
大
正
大
礼
前
史
に
お
け
る
大
嘗
祭
解
釈
：
賀
茂
百
樹
『
通
俗
講
義
登
極
令
大
要
』
を
中
心
に
」（『
神
道
宗
教
』
二
五
四
・
二
五

五
、
令
和
元
年
）。
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（
7
）�　

神
社
本
庁
御
大
典
記
録
誌
編
集
委
員
会
編
『
平
成
の
御
大
典
を
壽
ぐ　

神
社
本
庁
活
動
記
録
』（
神
社
本
庁
、
平
成
四
年
）、
神
道
政
治
連
盟

『
御
代
替
に
関
す
る
記
録（
解
説
編
・
資
料
編
）』（
平
成
四
年
）、
等
。

（
8
）�　

渋
川
謙
一
「
社
友
葦
津
珍
彦
大
人
追
悼
の
言
葉
」（『
神
社
新
報
』
平
成
四
年
六
月
二
十
二
日
付
）。

（
9
）�　

皇
室
法
研
究
会
編
『
共
同
研
究　

現
行
皇
室
法
の
批
判
的
研
究
』（
神
社
新
報
社
、
昭
和
六
十
二
年
。
平
成
二
十
九
年
同
社
よ
り
増
補
改
訂

版
が
刊
。
ま
た
平
成
八
年
同
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
葦
津
珍
彦
選
集
第
一
巻　

天
皇
・
神
道
・
憲
法
』
に
も
所
収
）。
増
補
改
訂
版
で
い
へ
ば
、

一
七
三
～
一
八
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
10
）�　

所
功
「
第
六
章　

登
極
令
の
成
立
過
程
」（『
近
代
大
礼
関
係
の
基
本
史
料
集
成
』、
二
五
二
頁
）。

（
11
）�　

所
「
第
六
章　

登
極
令
の
成
立
過
程
」（『
近
代
大
礼
関
係
の
基
本
史
料
集
成
』、
二
六
九
頁
注（
68
））。
こ
こ
で
「
付
一
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
、

同
書
巻
末
に
収
録
さ
れ
て
ゐ
る
の
が
登
極
令
と
「
附
式
」
の
翻
刻
で
あ
る
。

（
12
）�　

所
「『
登
極
令
』
の
成
立
過
程
」（
初
出
は
『
産
大
法
学
』
二
二
─
三
・
四
、
平
成
元
年
。『
近
代
大
礼
関
係
の
基
本
史
料
集
成
』
に
加
筆
修
正

の
上
収
録
。
同
書
巻
末
の
年
表
に
も
明
治
三
十
九
年
十
月
四
日
の
事
項
と
し
て
「
伊
東（
49
）・
多
田（
61
）・
奥
田
義
人（
34
）ら
「
登
極
令
」
付

式
案
を
京
都
で
実
地
検
分
」
と
あ
る
の
が
興
味
深
い
。）

（
13
）�　

国
立
公
文
書
館
蔵
『
大
礼
記
録
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
所
功
「
大
正
大
礼
の
概
要
と
『
大
礼
記
録
』
の
編
纂
」（
前
掲
『
近
代
大
礼
関

係
の
基
本
史
料
集
成
』
所
収
、
初
出
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
大
正
大
礼
記
録
』
別
冊
「
解
題
」、
臨
川
書
店
、
平
成
十
三
年
）に
詳
し
い
。

（
14
）�　

宮
内
公
文
書
館
蔵
の
『
大
正
大
礼
録
』
該
当
箇
所
の
罫
紙
各
ペ
ー
ジ
左
下
に
は
「
大
十
一
」
と
赤
く
印
字
さ
れ
て
あ
り
、
実
際
に
筆
写
さ
れ

た
の
は
大
正
十
一
年
か
。

（
15
）�　

高
久
嶺
之
介
「
大
正
期
皇
室
法
令
を
め
ぐ
る
紛
争
（
上
・
下
）
―
皇
室
裁
判
令
案
・
王
公
家
軌
範
案
・
皇
室
典
範
増
補

―
」（『
社
会
科
学
』
三

二
・
三
四
、
昭
和
五
十
八
・
五
十
九
年
）等
参
照
。

（
16
）�　

明
治
末
期
か
ら
掌
典
と
し
て
各
種
祭
祀
に
奉
仕
し
、
昭
和
期
に
掌
典
長
と
し
て
活
躍
し
た
星
野
輝
興
の
思
想
に
つ
い
て
は
、「
別
天
神
論
争
」

や
大
嘗
祭
観
を
め
ぐ
っ
て
、
佐
野
和
史
「
昭
和
一
七
年
の
別
天
神
論
争
」（『
神
道
学
』
一
二
九
、
昭
和
六
十
一
年
）、
菅
浩
二
「
神
権
政
治
と
世

俗
的
動
員
の
間
に
─
『
国
家
神
道
』
と
総
力
戦
」（『
國
學
院
大
學
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
二
、
平
成
二
十
年
）、
神
杉
靖
嗣
「
星

野
輝
興
・
弘
一
の
神
道
学
説
を
め
ぐ
っ
て
」（
前
掲
『
昭
和
前
期
の
神
道
と
社
会
』）、
中
野
裕
三
「
星
野
輝
興
の
祭
祀
学
」（
國
學
院
大
學
研
究
開

発
推
進
セ
ン
タ
ー
編
・
阪
本
是
丸
責
任
編
集
『
近
代
の
神
道
と
社
会
』
弘
文
堂
、
令
和
二
年
）、
等
の
研
究
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
先
輩
と
も

言
ふ
べ
き
掌
典
、
た
と
へ
ば
宮
地
厳
夫
、
佐
伯
有
義
、
後
輩
の
川
出
清
彦
と
い
っ
た
人
物
も
学
識
者
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
特
に
大
正
期
の
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活
動
に
つ
い
て
は
研
究
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

（
17
）�　

大
礼
記
録
編
纂
委
員
会
編
『
大
礼
記
録
』（
清
水
書
店
、
大
正
八
年
）一
〇
三
～
一
〇
六
頁
。
以
下
同
様
。

（
18
）�　

田
邊
幸
夫
「
車
両（
く
る
ま
）と
と
も
に
三
〇
年　

大
井
工
場
Ｏ
Ｂ
の
思
い
出
ば
な
し
─
三
四
」（『
鉄
道
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
八
〇
、
昭
和
五
十

七
年
）。

（
19
）�　
「
神
様
を
お
乗
せ
し
た
車
」
の
例
と
し
て
、
天
皇
陛
下
の
行
幸
の
際
に
今
で
も
御
料
車
の
中
で
侍
従
が
神
器
を
捧
持
し
て
ゐ
る
ほ
か
、
終
戦

直
後
、
熱
田
神
宮
の
神
剣
を
お
守
り
す
る
た
め
に
疎
開
先
の
水
無
神
社
ま
で
神
職
が
自
動
車
内
で
捧
持
し
、
一
か
月
間
後
に
還
御
す
る
際
に
も

高
山
線
の
中
で
神
職
が
捧
持
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
逸
話
が
あ
る
（
篠
田
康
雄
「
年
輪
を
重
ね
て
（
二
）　

緊
張
連
続
の
青
年
時
代
」、『
神
社
新
報
』

平
成
三
年
二
月
十
八
日
付
）が
、
当
初
か
ら
「
神
様
を
お
乗
せ
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
建
造
さ
れ
、
ほ
か
の
目
的
で
使
用
さ
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、

た
し
か
に
こ
の
賢
所
乗
御
車
だ
け
で
あ
ら
う
。

（
20
）�　
「
東
京
朝
日
新
聞
」「
名
古
屋
新
聞
」
大
正
四
年
八
月
十
四
日
付（
朝
日
新
聞
は
地
鎮
祭
開
始
時
刻
を
十
時
と
す
る
）。

（
21
）�　

瀬
口
哲
夫
「
近
代
名
古
屋
と
最
初
期
の
建
築
家
達
：
佐
立
七
次
郎
、
辰
野
金
吾
、
曾
禰
達
蔵
、
片
山
東
熊
」（『
名
古
屋
造
形
大
学
紀
要
』
一

九
、
平
成
二
十
五
年
）。

（
22
）�　

野
田
菅
麿
『
昭
和
御
大
礼
参
列
記
念
録
』（
松
陽
新
報
社
、
昭
和
十
一
年
）。「
名
古
屋
新
聞
」
昭
和
三
年
六
月
二
十
三
日
、
二
十
四
日
付
。

（
23
）�　
「
名
古
屋
新
聞
」
昭
和
三
年
九
月
六
日
付
。

（
24
）�　

大
礼
記
録
編
纂
委
員
会
編
『
大
礼
記
録
』（
清
水
書
店
、
大
正
八
年
）六
二
、
六
三
頁
。

（
25
）�　
「
名
古
屋
新
聞
」
昭
和
三
年
六
月
二
十
四
日
付
。

（
26
）�　

大
礼
記
録
編
纂
委
員
会
編
『
大
礼
記
録
』（
清
水
書
店
、
大
正
八
年
）
よ
り
、
京
都
行
幸
に
つ
い
て
は
二
二
六
～
二
二
九
頁
、
東
京
還
幸
に
つ

い
て
は
六
一
三
頁
を
参
照
。

（
27
）�　
『
昭
和
御
大
礼
参
列
記
念
録
』、「
名
古
屋
新
聞
」
昭
和
三
年
十
月
二
十
三
日
付
。
名
古
屋
新
聞
に
よ
る
と
奉
献
者
は
以
下
の
通
り
で
、
十
一

月
六
日
正
午
に
仮
殿
に
納
め
ら
れ
た
。

　
　

洗
米
一
合
五
勺　

宝
飯
郡
国
府
町　

渡
邊
七
郎

　
　

酒
一
升　

名
古
屋
市
南
区
本
星
崎
町
廣
瀬
合
名
会
社
代
表
者
廣
瀬
惣
兵
衞

　
　

餅
径
六
寸
一
重　

名
古
屋
市
西
区
小
田
原
町
高
木
勘
七

　
　

鰹
節
大
五
本
・
昆
布
七
枚　

名
古
屋
市
中
区
八
百
屋
町
合
資
会
社
青
木
商
店
代
表
者
水
谷
榮
次
郎
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（
28
）�　
「
名
古
屋
新
聞
」
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
八
日
付
、「
還
幸
啓
の
直
後
…
…
名
古
屋
離
宮
を
拜
觀　

御
質
素
に
し
て
御
手
狹
な
御
居
間　

大
禮

記
者
團
の
光
榮
」。

（
29
）�　
「
愛
知
県
神
職
会
会
報
」
二
八
〇
号
、
大
正
五
年
十
二
月
。「
雑
報
」
に
「
昨
秋
御
大
礼
の
際
名
古
屋
離
宮
に
御
駐
泊
在
ら
せ
ら
れ
た
る
賢
所

仮
奉
安
殿
に
て
御
使
用
相
成
た
る
白
木
燈
台
八
脚
案
脚
立
等
の
御
用
品
を
記
念
の
為
め
熱
田
神
宮
を
始
め
県
社
等
へ
十
二
月
十
一
日
御
下
附
相

成
夫
々
受
領
せ
り
」
と
あ
る
。
こ
の
「
愛
知
県
神
職
会
会
報
」
に
も
、
二
六
五
号（
大
正
四
年
八
月
）の
「
雑
報
」
に
は
仮
殿
地
鎮
祭
の
報
告
記

事
が
掲
載
さ
れ
、
二
六
八
号（
御
大
礼
記
念
号
。
大
正
四
年
十
一
月
）の
「
御
大
礼
彙
報
」
に
は
仮
殿
地
鎮
祭
と
大
礼
時
の
奉
斎
の
記
述
が
若
干

掲
載
さ
れ
て
ゐ
る
。

（
30
）�　

田
中
善
一
「
知
多
郡
大
高
町
誌
」（
同
『
熱
田
神
宮
と
そ
の
周
辺
』
名
古
屋
郷
土
文
化
会
、
昭
和
四
十
三
年
、
所
収
）。

（
31
）�　

西
秀
成
「『
書
類
綴　

官
祭
招
魂
社　

自
明
治
四
十
二
年　

至
昭
和
十
一
年
』
に
つ
い
て
」（『
愛
知
県
史
研
究
』
二
三
、
平
成
三
十
一
年
）。

（
國
學
院
大
學
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


